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熱海市伊豆山復興基本・まちづくり計画変更に係る新旧対照表 

該当 
ページ 変更前 変更後 変更理由 

熱海市伊豆山復興基本計画 

P43 

 
 
 

河川・道路事業
の期間を延長し
たため 
（R６→R８） 

 

長期 
中期 

 
短期  

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 
継続して取り組むこと： 
国直轄砂防事業の推進、静岡県の河川整備事業の推進、応急仮設住宅等の提供 

安全・安心の確保 

 

安全なまちづくり 

 

逢初川流域を一体とした
流域管理への取組 

          

地域の状況に応じた 
安全確保対策の推進 

          

命を守る生活道路等基盤
整備の推進 

          

避難所・避難路の整備 
          

安心なまちづくり 

 

防災意識づくりの推進 
          

地域防災機能の充実 
          

危機管理体制の強化 
          

 

消防施設・設備の機能回復 地域防災力・消防力強化 

町内会・関係機関との連携 

生活道路の整備 維持修繕による機能強化 

砂防堰堤 
新設（国） 
 

新たな防災拠点の整備、交通安全対策 

河川改修（静岡県） 

流域管理計画の維持・運用 

基盤整備事業の推進 

事業推進 事業継続 

流域管理計画の策定・実施 

避難路の整備 

 

長期 
中期 

 
短期  

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 
継続して取り組むこと： 
国直轄砂防事業の推進、静岡県の河川整備事業の推進、応急仮設住宅等の提供 

安全・安心の確保 

 

安全なまちづくり 

 

逢初川流域を一体とした
流域管理への取組 

          

地域の状況に応じた 
安全確保対策の推進 

          

命を守る生活道路等基盤
整備の推進 

          

避難所・避難路の整備 
          

安心なまちづくり 

 

防災意識づくりの推進 
          

地域防災機能の充実 
          

危機管理体制の強化 
          

 

消防施設・設備の機能回復 地域防災力・消防力強化 

町内会・関係機関との連携 

生活道路の整備 維持修繕による機能強化 

砂防堰堤 
新設（国） 
 

新たな防災拠点の整備、交通安全対策 

河川改修（静岡県） 

流域管理計画の維持・運用 

基盤整備事業の推進 

事業推進 事業継続 

流域管理計画の策定・実施 

避難路の整備 

資料２―１ 
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熱海市伊豆山復興まちづくり計画 

P66 被災者の住宅再建意向を踏まえつつ、逢初川の河川
計画を反映した上で被災者のための住宅用地（再分譲
検討地）の造成や被災者向け住宅をこれまでの隣近所
の関係等に可能な限り配慮して整備・提供します。 

 

被災者の住宅再建意向を踏まえつつ、被災宅地復旧
事業補助金の活用により宅地整備を推進していきま
す。 

 

宅 地整 備の手 法
を変更したため 
 

P68、
87 

 ※変更図を挿入 宅 地整 備の手 法
を変更したため 
 

P90 被災者の現地再建意向を勘案しつつ、逢初川沿いに
宅地を整備することで、被災者の早期生活再建につな
げていきます。 

具体的には、県が実施している逢初川の改修計画を
踏まえつつ、土石流により全壊または大規模半壊の建
物被害を受けた土地を対象に、道路などの都市基盤整
備と一体的に住宅地の整備を進めます。 

あわせて、被災者の住まい方のニーズを踏まえて、
公共の被災者向け賃貸住宅の建設を行います。 

被災者の現地再建意向を勘案しつつ、被災宅地復旧
事業補助金の活用により宅地整備を推進することで、
被災者の早期生活再建につなげていきます。 

具体的には、県が実施している逢初川の改修計画や
市が実施している道路整備計画を踏まえつつ、土石流
により被害を受けた土地を対象に、宅地復旧を促進し
ていきます。 

あわせて、被災者の住まい方のニーズを踏まえて、
民間住宅や公営住宅を活用した帰還の支援を検討し
ます。 

宅 地整 備の手 法
を変更したため 
 

P91 （５）事業スケジュール 
公共の被災者向け賃貸住宅の整備や宅地整備につ

いては、令和 4 年度に調査・計画及び国との協議等を

削除 復 興事 業計画 書
で示しています 
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進め、令和 5 年度以降宅地・公共施設等の工事に着手、
令和 7 年度中の分譲・住宅再建の開始を目指すものと
します。 

P91 被災者個々への生活再建等の支援として、被災者生
活再建支援法に基づく支援金のほか、応急仮設住宅等
の延長、引っ越しにかかる費用の支援や、事業区域内
の宅地整備の支援を行います。 

被災した事業者に対する支援として、静岡県による
被災中小企業復旧支援事業費補助金及び小規模事業
者持続化補助金の上乗せ補助を実施します。 

さらに、固定資産税の非課税または減免措置の延長
を検討していきます。 

また、住宅金融支援機構による災害復興住宅融資の
情報提供や、自力再建希望者が自己の住宅を再建する
際に必要な技術的な支援を行っていきます。 

被災者への生活再建等の支援として、被災者生活再
建支援法に基づく支援金のほか、応急仮設住宅等の住
居支援や、引っ越しにかかる費用の支援及び旧警戒区
域内の自宅を補修し帰還する世帯への上乗せの支援、
被災した宅地整備の支援を行います。 

また、住宅金融支援機構による災害復興住宅融資の
情報提供や、自宅の新築・購入などのため、融資を受
けた際の利子助成や旧警戒区域内の自己所有の家屋
を自己負担により解体・撤去する場合、その費用の一
部を助成します。 
このほか、被災した事業者に対する支援として、静岡
県による被災中小企業復旧支援事業費補助金及び小
規模事業者持続化補助金の上乗せ補助を実施します。 
さらに、固定資産税の非課税または減免措置の延長を
検討していきます。 
 

熱 海市 の生活 再
建 支援 策の詳 細
に つい て追記 し
ました 

P93   また、被災者の方々と膝詰めで意見を聞く場とし
て、少人数での説明会を実施し、丁寧な情報提供を行
っていきます。 

第 １回 懇話会 で
の意見を踏まえ、
追記したもの 

 


